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期 中 の 評 価 個 表

事業名 事業計画期間 昭和44年～平成30年(50年間)直轄地すべり防止事業

事業実施地区名 磐井 事業実施主体 東北森林管理局川(いわいがわ)

（都道府県名） (岩手県) 岩手南部森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、岩手県一関市厳美町の磐井川上流部に位置し、地質は上層に頁岩、

凝灰質砂岩、凝灰岩、下層に安山岩と石英安山岩が分布しており、これに地下水

が作用し、地すべりが繰返し発生している地域である。過去には昭和22年のカス

リン台風、23年のアイオン台風時の集中豪雨に起因して発生した地すべりによる

土砂が磐井川に流入し、下流の一関市一帯で大災害が発生(死傷者4,859人等)し

ている。その後、昭和 38年頃から地すべり活動が次第に活発化し、災害の発生

が懸念されたが、地すべりの規模が大きく、地すべり防止対策に高度な技術等を

要したことから、一関市、岩手県の強い要望を受け、昭和44年から直轄地すべり

防止事業に着手した。

なお、平成20年6月に発生した岩手・宮城内陸地震により、新たに地すべりが

多数発生したことなどから、事業内容を見直して実施することとしている。

・主な事業内容：集水井工 171基、排水トンネル工 1,873m、渓間工 112基

・総事業費：15,422,000千円（平成15年度の評価時点12,444,000千円）

① 費用対効果分析 平成20年の岩手・宮城内陸地震により、新たな地すべりが多数発生したため、

の算定基礎となっ 対策工の検討を行い、総事業費を12,444,000千円から15,422,000千円に見直し、

た要因の変化 事業計画期間の終期を平成22年度から平成30年度に延長し、整備を続ける計画と

する。

なお、平成20年度時点における費用対効果分析の結果は以下のとおりである。

総便益(B) 79,355,249千円

総費用(C) 24,430,236千円

分析結果(B/C) 3.25

② 森林・林業情 森林の状況は、岩手県、（独）森林総合研究所等による造林が積極的に行われ

勢、農山漁村の状 て人工林化が進み、6～10齢級のスギ、カラマツ人工林が広く分布している。

況その他の社会経 周辺の社会経済情勢については、岩手県南の玄関口である一関市の都市化が進

済情勢の変化 んでおり、東北自動車道・東北本線・東北新幹線・国道4号･342号線のほか主要

な交通網が発達し交通の要所となってる。

また、岩手・宮城内陸地震により、磐井川沿いの住民が避難生活を余儀なくさ

れる事態が発生し、地域住民の安全を確保するためにも磐井川地区直轄地すべり

防止事業の推進が求められている。

・主な保全対象：家屋 1,206戸、国県道 6.4km、農地770ha

③ 事業の進捗状況 磐井川地区直轄地すべり防止事業については、現行計画の終期である平成22年

度末には概成する見込みであったが、平成20年の岩手・宮城内陸地震により、新

規地すべり・崩壊及び既設構造物の破損等が多数発生したことから、現行計画を

見直したところ、平成20年度末の事業の進捗率は80.7％（事業費）の見込みであ

る。

④ 関連事業の整備 岩手・宮城内陸地震により、磐井川に面した斜面上で新たに発生した地すべり

状況 について、再度災害を防止するため緊急に復旧整備を行う必要があり、直轄地す

べり防止災害関連緊急事業を行っている。また、地すべりの脚部を流下する磐井

川の河道を復旧するため、国土交通省により直轄砂防災害関連緊急事業が行われ

ている。
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⑤ 地元（受益者、 磐井川地区の地すべり防止対策は、基本計画に基づき大規模な地すべり荒廃地

地方公共団体等） に対し、長大なトンネル暗渠工等の高度な技術を要する工法等により順次整備が

の意向 図られている。

平成20年6月の岩手・宮城内陸地震によって、新たに地すべり被害が発生し、

引き続き復旧整備が必要となった。

これらについての復旧整備は、過去に甚大な被害をもたらした一関市の市街地

等を未然に土砂災害から守るうえで、きわめて重要な取り組みであることから、

早期防災施設等の整備を望む。（岩手県）

当地域は、過去において大規模な地すべり災害により甚大な被害が発生してお

り、今後においても災害の発生が懸念される地域です。昭和44年からの直轄地す

べり防止事業の施工により、豪雨時や融雪期における地下水排除の対策が進み、

現在は地すべり活動が沈静化しており対策工事の効果が発揮されているところで

す。

また、平成20年6月発生の岩手・宮城内陸地震においては、震源地が近くであ

ったにもかかわらず、対策工事を実施した山地と、実施されていない山地では崩

壊等の被害に格段の差が生じ、安全が守られたことを証明するものと考えていま

す。

こうしたことから、この事業が一関市民の生命・財産の保護に大いに寄与する

ものであり、より一層の直轄地すべり防止事業の推進を要望します。（一関市）

⑥ 事業コスト縮減 地すべりの観測を継続的に行い、緊急度・優先度の高い箇所より対策工を実施

等の可能性 しつつ、地すべり防止工事の規模や必要性を厳密に検討し、必要に応じて事業内

容を見直すことでコスト縮減を図ることとする。

⑦ 代替案の実現可 該当なし。

能性

第三者委員会の意見 磐井川地区直轄地すべり防止事業については、地すべり活動の沈静化に向けて

事業を推進しているところであり、平成20年6月に発生した岩手・宮城内陸地震

により、事業対象区域及び周辺区域で新たな地すべりが発生し、従来の事業と一

体的に対策を講ずる必要があることから、計画を変更のうえ実施を継続実施する

ことが妥当と判断される。

評価結果及び実施方 ・必要性： 地すべりを放置すれば、地すべり災害等が発生するおそれがあるこ

針 とや、地元からも事業の継続実施を強く要望されていることから、事

業の必要性が認められる。

・効率性： 対策工の計画に当たっては、地すべり観測を実施しつつ現地に応じ

た最も効果的かつ効率的な工種・工法が検討されており、事業実施に

当たってコスト縮減に努めていることから、事業の効率性が認められ

る。

・有効性： 事業の実施により地すべり災害の防止等、周辺地域の保全が図られ

ることから、事業の有効性が認められる。

上記①～⑦の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏ま

え総合的かつ客観的に検討したところ、計画変更のうえ事業の継続実施が妥当と

判断される。

・実施方針：計画変更のうえ事業を継続する。


